
（K2026.4）

労務費ダンピング調査の試行方法

労務費等の適正性を確認する方法として、労務費ダンピング調査を試行する。

対象：令和８年４月１日以降に契約検査課にて条件付一般競争入札又は指名競争入札に

付す設計金額 4,500 万円以上の工事案件

【労務費ダンピング調査の流れ】

開札

最低制限価格又は低入札価格調査との比較

労務費ダンピング調査の実施

落札候補者の直接工事費が、官積算額×0.97 以上か確認

失格

落札候補者（設計金
額 4,500 万円未満）

落札候補者（設計金
額 4,500 万円以上）

最低制限価
格未満等

理由の確認

契約検査課から落札候補者に理由を確認（理由書）
→設計担当課にて理由の確認を依頼

×0.97 以上 ×0.97 未満

契約

契約検査課から落札候補者に改善を要請（要請書）
※建設Gメンへの通報は行わない

合理的な回答がない時合理的な回答※

契約

※合理的な回答がない場合でも、法的に契約締結の効
力が無効となることはない。

※合理的な回答例
・現場条件が良く、官積算よりも生産性が高いことを想定している。
・施工箇所が本社所在地に近く現地状況に精通しており、効率良く施工できること
を想定している。 等


